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○
国
土
交
通
省
令
第　
　
　

号

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
条
第
六
項
並
び
に
船
員
手
帳
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第

　
　
　

号
）
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

 

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年　
　

月　
　
　

日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

 

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削

る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

  

 
 

（
船
員
手
帳
の
交
付
）

（
船
員
手
帳
の
交
付
）

第
二
十
八
条　

船
員
と
な
つ
た
者
（
有
効
な
船
員
手
帳
を
現
に
受
有
す
る
者
を
除
く

第
二
十
八
条　

船
員
と
な
つ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
等
の
事

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
等

務
所
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
地
方
運
輸
局
若
し
く
は
運
輸
監
理
部
又
は
そ
の
運

の
事
務
所
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
地
方
運
輸
局
（
運
輸
監
理
部
を
含
む
。
）
又

輸
支
局
若
し
く
は
海
事
事
務
所
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
。
以
下

は
そ
の
運
輸
支
局
若
し
く
は
海
事
事
務
所
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も

本
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
出
頭
し
て
地
方
運
輸
局
長
等
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は

の
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
出
頭
し
て
地
方
運
輸
局
長
等
（
外
国
人

、
地
方
運
輸
局
長
。
以
下
本
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
船
員
手
帳
の
交
付
を
申
請

に
あ
つ
て
は
、
地
方
運
輸
局
長
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
船
員
手
帳

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
国
外
に
お
い
て
船
員
と
な
つ
た
者
に
つ

の
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
国
外
に
お
い
て
船
員
と

い
て
は
、
最
初
の
航
海
に
お
い
て
そ
の
乗
り
組
む
船
舶
が
国
内
の
港
に
入
港
す
る

 

な
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
航
海
に
お
い
て
そ
の
乗
り
組
む
船
舶
が
国
内
の

と
き
は
、
当
該
港
に
到
着
し
た
後
に
申
請
す
れ
ば
よ
い
。

港
に
入
港
す
る
と
き
は
、
当
該
港
に
到
着
し
た
後
に
申
請
す
れ
ば
よ
い
。

②　

船
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
予
約
さ
れ
た
者
（
有
効
な
船
員
手
帳
を
現
に

②　

船
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
予
約
さ
れ
た
者
は
、
も
よ
り
の
地
方
運
輸
局

受
有
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
等
の
事
務
所
に
出
頭
し
て

等
の
事
務
所
に
出
頭
し
て
地
方
運
輸
局
長
等
に
船
員
手
帳
の
交
付
を
申
請
す
る
こ

地
方
運
輸
局
長
等
に
船
員
手
帳
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

③　

（
略
）

③　

（
略
）

（
削
る
）

④　

有
効
な
船
員
手
帳
を
現
に
受
有
す
る
者
は
、
船
員
手
帳
の
交
付
を
申
請
す
る
こ

 

と
が
で
き
な
い
。

 
 

（
船
員
手
帳
の
訂
正
等
）

（
船
員
手
帳
の
訂
正
等
）

第
三
十
一
条　

船
員
手
帳
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第　
　
　

号
。
以
下
「

第
三
十
一
条　

船
員
は
、
船
員
手
帳
に
記
載
し
た
本
人
の
氏
名
、
性
別
又
は
本
籍
（

船
員
手
帳
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
船
員
手
帳
の
記
載
事
項
の
訂

外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
。
以
下
本
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た

正
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訂
正
申
請
」
と
い
う
。
）
は
、
最
寄
り
の

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
等
に
船
員
手
帳
の
訂
正
を
申
請

地
方
運
輸
局
長
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

訂
正
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
船
員
手
帳
を
添
付
し
、
か
つ
、
訂
正

②　

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
船
員
手
帳
を
添
付
し
、
か
つ
、
訂

す
べ
き
事
項
を
証
す
る
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
書
類
を
添
付
し
て
（
外
国

正
す
べ
き
事
項
を
証
す
る
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
書
類
を
添
付
し
て
（
外

人
に
あ
つ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
を
提
示
し
て
、
又

国
人
に
あ
つ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
を
提
示
し
て
、

は
同
条
第
二
項
の
領
事
官
の
証
明
書
を
添
付
し
て
）
、
第
十
三
号
書
式
に
よ
る
申

又
は
同
条
第
二
項
の
領
事
官
の
証
明
書
を
添
付
し
て
）
、
第
十
三
号
書
式
に
よ
る

請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規

申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
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定
す
る
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
の
提

規
定
す
る
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
の

示
又
は
同
条
第
二
項
の
領
事
官
の
証
明
書
の
添
付
に
代
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第

提
示
又
は
同
条
第
二
項
の
領
事
官
の
証
明
書
の
添
付
に
代
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条

三
項
の
権
限
の
あ
る
機
関
が
発
行
し
た
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
又
は
同
条

第
三
項
の
権
限
の
あ
る
機
関
が
発
行
し
た
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
又
は
同

第
四
項
の
書
類
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
四
項
の
書
類
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③　

第
二
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
訂
正
申
請
に
つ
い
て
準
用

③　

第
二
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

請
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
第
三
項

り
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
九
条

の
権
限
の
あ
る
機
関
が
発
行
し
た
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
又
は
前
項
の
書

第
三
項
の
権
限
の
あ
る
機
関
が
発
行
し
た
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
又
は
同

類
の
写
し
を
添
付
し
て
訂
正
申
請
を
し
た
」
と
、
「
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は

条
第
四
項
の
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
」
と
、
「
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「

「
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
限
り
で
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

④　

（
略
）

④　

（
略
）

第
三
十
三
条　

（
略
）

第
三
十
三
条　

（
略
）

②
・
③　

（
略
）

②
・
③　

（
略
）

④　

雇
用
関
係
、
氏
名
、
性
別
、
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
）
又
は
生
年

④　

雇
用
関
係
、
氏
名
、
性
別
、
本
籍
又
は
生
年
月
日
が
毀
損
し
た
船
員
手
帳
に
よ

月
日
が
毀
損
し
た
船
員
手
帳
に
よ
り
明
瞭
な
と
き
は
、
そ
の
明
瞭
で
あ
る
事
項
を

り
明
瞭
な
と
き
は
、
そ
の
明
瞭
で
あ
る
事
項
を
証
す
る
第
二
十
九
条
又
は
第
二
項

証
す
る
第
二
十
九
条
又
は
第
二
項
の
書
類
を
添
付
し
、
又
は
提
示
す
る
こ
と
を
要

の
書
類
を
添
付
し
、
又
は
提
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
外
国
人
（
同
条
第
五
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て

、
外
国
人
（
同
条
第
五
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
船
員
手
帳
を
受
有
す
る
者
を

い
る
船
員
手
帳
を
受
有
す
る
者
を
除
く
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

除
く
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
旅
券
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
又
は
旅
券
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤　

船
員
手
帳
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
船
員
手
帳
の
返
還
は
、
最
寄
り
の

⑤　

船
員
手
帳
が
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
後
滅
失
し

地
方
運
輸
局
長
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

た
船
員
手
帳
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
地
方
運
輸
局
長
等
に
返

 

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
外
国
人
の
船
員
手
帳
の
有
効
期
間
）

（
船
員
手
帳
の
有
効
期
間
）

第
三
十
五
条　

船
員
手
帳
令
第
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と

第
三
十
五
条　

船
員
手
帳
は
、
交
付
、
再
交
付
又
は
書
換
え
を
受
け
た
と
き
か
ら
十

す
る
。
た
だ
し
、
地
方
運
輸
局
長
が
五
年
未
満
の
期
間
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て

年
間
有
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
航
海
中
に
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の

 

は
、
そ
の
期
間
と
す
る
。

航
海
が
終
了
す
る
ま
で
、
な
お
有
効
と
す
る
。

②　

外
国
人
の
受
有
す
る
船
員
手
帳
に
あ
つ
て
は
、
前
項
本
文
の
有
効
期
間
は
、
五
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年
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
運
輸
局
長
が
五
年
以
内
の
期
間
を
定
め
た
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
期
間
と
す
る
。

 
 

（
船
員
手
帳
の
還
付
）

（
船
員
手
帳
の
還
付
）

第
三
十
六
条　

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
船
員
手
帳
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第

第
三
十
六
条　

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
第
三
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は

三
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ

第
三
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
手
帳
の
返
還
を
受
け

り
船
員
手
帳
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
無
効
の
旨
を
表
示
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
無
効
の
旨
を
表
示
し
、
本
人
に
還
付
す
る
も
の
と

、
本
人
に
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

 
 

（
船
員
手
帳
の
返
還
を
要
し
な
い
場
合
等
）

（
船
員
手
帳
の
返
還
）

第
三
十
七
条　

船
員
手
帳
令
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

第
三
十
七
条　

他
人
の
船
員
手
帳
を
保
管
す
る
者
は
、
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定

場
合
は
、
船
長
そ
の
他
他
人
の
船
員
手
帳
を
保
管
す
る
者
が
、
当
該
船
員
手
帳
を

に
よ
り
船
長
が
保
管
す
る
場
合
を
除
き
、
本
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち

 

受
有
す
る
船
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
有
者
」
と
い
う
。
）
の
所
在
が
明

に
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
か
で
な
い
た
め
、
当
該
船
員
手
帳
を
受
有
者
に
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

②　

他
人
の
船
員
手
帳
を
保
管
す
る
者
は
、
船
員
手
帳
の
受
有
者
の
所
在
が
明
ら
か

合
と
す
る
。

で
な
い
た
め
、
こ
れ
を
本
人
に
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く

 

②　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
船
長
そ
の
他
他
人
の
船
員
手
帳
を
保
管
す
る
者

、
そ
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
附
し
て
、
も
よ
り
の
地
方
運
輸
局
長
等
に
提

は
、
当
該
船
員
手
帳
に
、
受
有
者
の
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
事
由
を
記
載
し
た
書

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
付
し
て
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
七
十
八
条
の
三
の
二　

こ
の
省
令
で
地
方
運
輸
局
長
が
法
又
は
船
員
手
帳
令
に
規

第
七
十
八
条
の
三
の
二　

こ
の
省
令
で
地
方
運
輸
局
長
が
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通

定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

大
臣
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
法
第
百
二
十
一
条
の
四
第
一

法
第
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
船
員
手
帳
令
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
国

項
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
が
当
該
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ

土
交
通
大
臣
の
権
限
が
当
該
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

れ
た
も
の
と
す
る
。

②
～
⑤　

（
略
）

②
～
⑤　

（
略
）

 
 

第
十
三
号
書
式

第
三
十
一
条
関
係

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

第
十
三
号
書
式

第
三
十
一
条
関
係

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

（

）
（

）

（

）
（

）

 
 

（

）

（

）

略
略

船
員
手
帳
の
訂
正
を
受
け
た
い
の
で

船
員
手
帳
に
関
す
る
政
令
第
４
条
の
規
定

船
員
手
帳
の
訂
正
を
受
け
た
い
の
で

船
員
法
施
行
規
則
第

条
の
規
定
に
よ
り

31
、

、

 
 

に
よ
り
申
請
し
ま
す

申
請
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
。
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（

）

（

）

略
略
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附　

則

 

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
省
令
は
、
船
員
手
帳
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
三
号
書
式
に
よ
る
船
員
手
帳
訂
正
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
三
号
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

 

き
る
。

 


